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(57)【要約】
　本発明は、乳房のサーモグラフィ画像を撮像、記録、
および保存するためのデバイスであって、ビデオ・レコ
ーダ（１）と、３１．８℃～３４．８℃の範囲において
約１°の温度範囲内で機能する赤外線マッピング液晶マ
トリックス（２）とを備え、レコーダ（１）は、好まし
くは、ハウジング（５）と、光源（６）と、光電子トラ
ンスデューサ（８）を有するカメラ（７）と、アナログ
－デジタル変換器（９）と、電源（１０）と、記憶媒体
（１１）とを含むことを特徴とするデバイスに関する。
本発明はまた、そのデバイスを使用した乳房の病変の診
断の方法、乳房の表面上での熱異常の検出を目的とした
３つの赤外線マッピング液晶マトリックス（２）および
その適用から成るシステムにも関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乳房のサーモグラフィ画像を撮像、記録、および保存するためのデバイスであって、画
像レコーダ（１）と、３１．８℃から３４．８℃の範囲において約１°の温度範囲内で機
能する赤外線マッピング液晶マトリックス（２）とを備え、前記レコーダ（１）が、好ま
しくは、ハウジング（５）と、光源（６）と、光電子トランスデューサ（８）を有するカ
メラ（７）と、アナログ－デジタル変換器（９）と、電源（１０）と、記憶媒体（１１）
とを含むことを特徴とする、デバイス。
【請求項２】
　３１．８℃から３４．８℃の前記乳房の表面温度検出の範囲を備える３区間サーモグラ
フィ・スケールで動作し、３つの部分範囲、すなわち
　－　低温発現の異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を有する、３１．８
℃から３２．８℃の第１の部分範囲、
　－　より低い温度での高温発現の異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を
有する、３２．８℃から３３．８℃の第２の部分範囲、および
　－　より高い温度での高温発現の異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を
有する、３３．８℃から３４．８℃の第３の部分範囲
　に分割されることを特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記赤外線マッピング液晶マトリックス（２）がハンドル（３）と赤外線マッピング・
ディスプレイ（４）とを有し、前記ハンドルがプラスチック、好ましくはポリプロピレン
から作製されることを特徴とする、請求項１または２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記赤外線マッピング液晶マトリックス（２）が円形であり、少なくとも１４０ｍｍの
直径を有することを特徴とする、請求項１、２、または３に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記赤外線マッピング液晶マトリックス（２）が、０．５℃の熱光学的分離を有する、
３１．８℃から３２．８℃の温度範囲で動作することを特徴とする、請求項１から４のい
ずれか一項に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記赤外線マッピング液晶マトリックス（２）が、０．５℃の熱光学的分離を有する、
３２．８℃から３３．８℃の温度範囲で動作することを特徴とする、請求項１から４のい
ずれか一項に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記赤外線マッピング液晶マトリックス（２）が、０．５℃の熱光学的分離を有する、
３３．８℃から３４．８℃の温度範囲で動作することを特徴とする、請求項１から４のい
ずれか一項に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記光源（６）が少なくとも１つのＬＥＤダイオードであることを特徴とする、請求項
１に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記ＬＥＤダイオードが白色光を発することを特徴とする、請求項８に記載のデバイス
。
【請求項１０】
　前記光電子トランスデューサ（８）を有する前記カメラ（７）システムが、１／３”タ
イプのＣＣＤセンサを備え、少なくとも０．５ルクスの感度、少なくとも５４０ライン／
インチの解像度を有するデジタル・カメラを構成し、レンズがＦ１．２レベルでの明るさ
の維持を有することを特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記電源（１０）が１．５Ｖ～９Ｖの電圧におけるＤＣ電源システムである、請求項１
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に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記記憶媒体（１１）が、ハード・ドライブ、ＣＤ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤタ
イプの光ディスク、Ｂｌｕ－Ｒａｙ、ＨＤ－ＤＶＤ、メモリ・カード、またはメモリＵＳ
Ｂタイプなどのオプティカル・ドライブから選択される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記記憶媒体（１１）が、４ＧＢの最小容量を有するフラッシュＥＰＲＯＭタイプのメ
モリ・カードであることを特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１４】
　有線送信またはワイヤレス送信によるデータの送信を可能にするデバイス（１２）をさ
らに備えることを特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記データ転送を可能にする前記要素（１２）が、周波数２．５ＧＨｚの電波を使用し
、ブルートゥース規格で動作するワイヤレス送信機である、請求項１４に記載のデバイス
。
【請求項１６】
　３つの赤外線マッピング液晶マトリックスから成るシステムであって、
　－　低温発現の異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を有する、３１．８
℃から３２．８℃の温度範囲内で動作する第１の液晶マトリックスと、
　－　高温発現の異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を有する、３２．８
℃から３３．８℃の温度範囲内で動作する第２の液晶マトリックスと、
　－　低温発現を示す、より温かい異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を
有する、３３．８℃から３４．８℃の温度範囲内で動作する（確認タイプの）第３の液晶
マトリックスと
　を備えることを特徴とするシステム。
【請求項１７】
　前記乳房の表面上の熱異常の検出のための、請求項１５に記載の３つの赤外線マッピン
グ液晶マトリックス、すなわち
　－　好ましくは、良性特性の臓器内病変に関連する、前記低温発現の前記異常の前記検
出のための前記第１のマトリックス、
　－　好ましくは前記病変が過形成特性の臓器内病変に関連する、前記高温発現の前記異
常の前記検出のための前記第２のマトリックス、および
　－　好ましくは前記臓器内病変が増殖性に関連する、高温発現の前記異常の前記検出の
ための前記第３の確認マトリックス
　から成るシステムの使用。
【請求項１８】
　請求項１に記載の前記乳房のサーモグラフィ画像を撮像、記録、および保存するための
デバイスを使用した前記乳房表面の熱異常の診断の方法であって、
　－　着脱可能な様式で前記レコーダ（１）と組み合わされた前記赤外線マッピング液晶
マトリックス（２）を、前記赤外線マッピング・ディスプレイ（４）と共に、検査される
前記乳房に適用するステップと、
　－　前記光源（６）をオンにするステップと、
　－　最大２０秒の期間、前記赤外線マッピング・マトリックス上に示される等温線のカ
ラー画像を、前記光電子トランスデューサ（８）を装備する前記カメラ（７）および前記
アナログ－デジタル変換器（９）を使用して記録するステップと、
　－　前記得られたデジタル・ビデオ信号を前記記憶媒体（１１）上に記録するステップ
と、
　－　前記記録されたデジタル・ビデオ信号を、前記乳房のサーモグラフィ画像のデータ
ベースおよび人工知能システムを装備する、またはイントラネットもしくはインターネッ
トを介したそのようなデータベースおよび前記人工知能システムとの確立された接続を有
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する、コンピュータまたはモバイル・デバイスに転送するステップと、
　－　前記人工知能システムを使用して、前記乳房の前記サーモグラフィ画像の前記デー
タベースを使用した前記得られた赤外線マッピング画像の前記解析を実行するステップと
、
　－　前記解析の結果、２元系（陽性／陰性）における前記サーモグラフィ検査の可能性
が最も高い結果に関する案内を得るステップと
　から成るシーケンスを含むことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　請求項１５に記載の前記３つの赤外線マッピング液晶マトリックスから成る上述のシス
テム内に備えられた３つの赤外線マッピング液晶マトリックス（２）を連続して使用する
ことによって、前記画像を記録および保存する前記シーケンスが３回実行されることを特
徴とする、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１のパッシブ・コンタクト赤外線マッピング液晶ディスプレイの作業領域で見え
る熱背景の主要な色に対して異なる色の区切られた領域として見える低温マーカの前記赤
外線マッピング画像の存在または欠如に基づいて、前記サーモグラフィ検査結果の読み取
りが前記２元系すなわち陽性／陰性において実行されることを特徴とする、請求項１８ま
たは１９に記載の方法。
【請求項２１】
　検出のために、３１．８℃から３４．８℃の前記乳房の前記表面温度の範囲を備えるサ
ーモグラフィ３区間スケールが使用され、３つの部分範囲、すなわち
　－　低温発現の異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を有する、３１．８
℃から３２．８℃の第１の部分範囲、
　－　より低い温度での高温発現の異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を
有する、３２．８℃から３３．８℃の第２の部分範囲、
　－　より高い温度での高温発現の異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を
有する、３３．８℃から３４．８℃の第３の部分範囲
　に分離されることを特徴とする、請求項１８または１９または２０に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、女性の乳房表面のサーモグラフィ画像を撮像、記録、および保存するための
デバイスおよび熱異常の診断の方法に関する。本発明はまた、このデバイスによって使用
される３つの液晶マトリックスから成るシステムおよびこれらの熱異常の検出のためのそ
の適用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、熱の適切な発現（ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ）に関連する特定および一意の熱力
学的特性を有する、授乳を除く期間中に女性の乳房において発生する病変生理学的プロセ
スの検出に使用される。血液供給の局所的制限による線維嚢胞性変性（ｆｉｂｒｏ－ｃｙ
ｓｔｉｃ　ｄｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　（ｄｅｇｅｎｅｒａｔｉｏ　ｆｉｂｒｏｃｉｓｔ
ｉｃａ））などの、乳房において発生する変性プロセスは、検査される乳房の表面上での
低温発現に関連する、周囲組織に対する温度の低下によって特徴づけられる。一方、実験
的研究［Ｚｈａｏら（Ｑｉ　Ｚｈａｏ、Ｊｉａｍｉｎｇ　Ｚｈａｎｇ、Ｒｕ　Ｗａｎｇ、
Ｗｅｉ　Ｃｏｎｇ、Ｕｓｅ　ｏｆ　ａ　Ｍａｌｉｇｎａｎｔ　Ｔｕｍｏｕｒ　Ｔｈｅｒｍ
ｏｃｏｕｐｌｅ　ｆｏｒ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ、ＩＥＥＥ　Ｅｎｇ．　Ｉｎ　Ｍｅｄｉｃ
ｉｎｅ　ａｎｄ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　Ｍａｇ．、２００８年１月／２月）］によれば、増殖
（腫瘍性）プロセスは、検査される乳房の表面上で、周囲組織と比較して温度の上昇した
領域としてモニタリングおよび記録され得る臓器内高温病巣を生じさせる血管新生に関連
する。各センサは１．５℃の範囲でのみ機能するので、高温発現を有する異常の観察に対



(5) JP 2015-513303 A 2015.5.7

10

20

30

40

50

して、１つのサーモグラフィ・マトリックスではなく２つのサーモグラフィ・マトリック
スを使用することによって、これらの異常の熱特性のプリズムによるこれらの異常の画像
化の精度の向上が可能になる。
【０００３】
　報告されている発明（本出願人のポーランド特許出願第Ｐ．３８１４３１号）を含む既
存の解決策は、熱異常の性質の適切な識別の問題の解決が不十分または不正確であったが
、その原因は、臨床データと一致することのない、予測を目的として観察された異常の認
識に極めて小さな温度差（約０．４℃）の勾配を想定したこと、または、生体内での実験
的測定の結果と矛盾する、低温発現および高温発現の表皮変化の画像化を目的としたサー
モグラフィ・スケールの分割に３６．６℃という欠陥のある温度点を採用したこと、また
は、一般的には、試験中に上記タイプの熱異常の予備区別の可能性を考慮しなかった（低
温スケールと高温スケールの明確な分割がなかった）ため、医学的観点からのサーモグラ
フィ画像の解釈にさらなる客観的困難を生じさせ、サーモグラフィ腫瘍マーカのために正
しく識別された熱範囲の欠如により、診断の正しい決定を不可能にしたことによる。
【０００４】
　上述のポーランド特許出願第Ｐ．３８１４３１号では、温度の動作範囲の誤った分離を
除去しようとする試みが行われたが、不成功であった。この試みでは、個々の２セットの
サーモグラフィ検出器を機能させる必要があった。しかし、検査されている乳房の表面上
での低温性および高温性の病理学的変化の検出および識別を目的とするサーモグラフィ・
スケールの分離点は、３６．６℃に設定された人間の身体の生理的温度の点であるという
、この発明における想定は間違っていた。なぜなら、赤外線カメラを使用することによる
コンタクト・サーモマストグラフィ（ｔｈｅｒｍｏｍａｓｔｏｇｒａｐｈｙ）またはサー
モグラフィを必要とするほとんどすべての実験的研究では、患者の腕の下でまたは腺内で
すら測定される３６．６℃という比較的一定の生理的温度が、検査される乳房の表面上で
記録される等しく安定および一定の生理的温度に置き換えられることが、実験的に確立さ
れていないからである。さらに、乳癌の熱力学的側面のモデリングを専門とする最新の研
究（Ｌ．Ｊｉａｎｇら、Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　
Ｔｕｍｏｕｒ　ａｎｄ　Ｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｃ
ｏｎｔｒａｓｔｓ　ｏｎ　Ｂｒｅａｓｔ　Ｓｕｒｆａｃｅ：Ａ　Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　
Ｓｔｕｄｙ、Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌ
ａｒ，Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ，ａｎｄ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ、２００
９年を参照されたい）を含む乳房サーモグラフィに関する現在の研究では、温度調節性反
応を引き起こさない、環境との相対的発熱性（ｅｕｔｈｅｒｍｙ）の条件における腺内生
理的温度点の乳房表面の対応する温度への変換を説明する適切な機能的依存関係を構築す
ることを可能とする機能的依存関係は識別されていない。特に、どの科学的著作にも、患
者の腋窩で測定された３６．６℃の生理的温度が乳房表面上で測定された温度と同じ標準
温度に変換されることは述べられていない。これは、低温性および高温性の発現の異常に
おける検出された熱異常の生理学的分離点が本質的に純粋に理論的なものであり、サーモ
マストグラフィ用装置における実用を可能にしないことが本出願において示され、本発明
者らによって説明されていることを意味する。コンタクト・サーモグラフィの場合、熱異
常の明確な分離の問題は重大である。なぜなら、パッシブ赤外線液晶ディスプレイは、工
場で確立された厳密な温度の範囲で機能するので、この研究の間、特定の温度範囲を選択
的に除外することは可能ではなく、したがって、研究の解像度が非常に高いにもかかわら
ず、観察された温度の変化の特性の通常の視覚的評価において困難が生じることがあり、
それによって、視覚的評価に基づく結果、病変が、「熱い」と呼ばれる、すなわち腫瘍形
成過程（ｎｅｏｐｌａｓｔｉｃ　ｐｒｏｃｅｓｓ）および乳腺炎型過程に関連するか、ま
たは「冷たい」と呼ばれる、すなわち軽度の変性過程、特に１セットのディスプレイが３
６．６℃下回るまたはこれを上回る幅が２倍のスペクトルのみにおける温度異常の撮像に
使用されるとき、に関連する過程であるかを一意に識別することが不可能になるからであ
る。
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【０００５】
　Ｃｈ．Ｃｏｚｚによる２０１０年の米国特許出願第Ｕ．Ｓ．２０１００３１２１３６Ａ
１号に開示されている別の既知の解決策は、赤外部で機能するカメラを使用したサーモグ
ラフィを用いた医学的診断を実行する方法を含む、装置および手順による解決策を備える
システムである。
【０００６】
　パッシブ液晶赤外線ディスプレイおよび温度を測定するための電子的接触センサに基づ
くコンタクト・サーモグラフィ診断は、基本的には、主に検査される乳房の表面上での等
温線分布の画像を得るために使用される物理的影響に関して、赤外部で機能するカメラを
使用するリモート・サーモグラフィと異なる。第１の方法は伝導による検出器への熱の転
移に基づくが、第２の方法は放射に基づくからである。したがって、これらの２つの方法
を直接比較することは可能ではない。それは、本発明による装置によって生成される赤外
線マッピング画像がパッシブ・ディスプレイで形成され、アナログであり、結果の同じ検
査および読み取りがリアルタイムで行われるが、Ｃｈ．Ｃｏｚｚｉの米国特許出願第Ｕ．
Ｓ．２０１００３１２１３６Ａ１号によるデバイスは、赤外放射を受信する光電子トラン
スデューサから得られたデータの数値解析の結果としてコンピュータによる少量のタイム
シフトによって生成されるデジタル画像を生成するからだけでなく、このように得られた
サーモグラムを評価するための根拠が定量分析であるからである。さらに、本発明による
装置からの赤外線マッピング画像の記録は、約３８０～７００ｎｍの電磁波長範囲の可視
光範囲で機能するＣＣＤトランスデューサを有するデジタル・カメラを備える別個の取り
外し可能な記録ユニットを用いて実行されるが、赤外線カメラの動作帯域は７００から１
０００ｎｍのいわゆる近赤外線の範囲にあり、本明細書で説明する本発明で使用されるカ
メラなどの古典的カメラは、近赤外帯域の放射をほぼ完全に吸収する、ＣＣＤトランスデ
ューサの前に配置された赤外線フィルタを有するので、感度の向上は古典的カメラに適用
されないことに留意されたい。したがって、本発明のカメラから生じる赤外線マッピング
画像は、可視スペクトルの範囲において同じディスプレイに含まれるサーモトロピック中
間相に選択的に反射される光の投射の結果として生成された画像であるが、赤外線カメラ
から得られる画像は、人間の目に見えない電磁放射の記録（ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ）
に由来するので、コンピュータによってデジタル的な様式で完全に再構成されたピクチャ
である。これらの２つの機能的な違いによって、両者は、両方の発明に関する乳房の表面
温度の検出の同じ基本機構が異なり、さらにかなりの医学的情報を研究者に伝える赤外線
マッピング画像の形成の方法も異なり、その結果、２つの画像を固定する技法も異なる。
第１の場合、アナログ画像のデジタル化があり、他方の場合、当初から、再構成されたデ
ジタル画像がある。
【０００７】
　さらに、米国特許出願第２０１００３１２１３６Ａ１号は、取り付け可能モジュールに
よる登録デバイス、任意選択のネットワークに加えて、２つの系列および比較でサーモグ
ラフィ・デジタル画像を作製するための手順を含むアルゴリズムを特許請求する。さらに
、前記出願では、腺内病変の本質を表す、検査される乳房の表面上に記録された局所的低
温または高温の識別の方法が明確にされておらず、言い換えれば、Ｃｈ．Ｃｏｚｚｉは、
発明の明細書においても特許請求の範囲においても、臓器の正常体温状態（ｎｏｒｍｏｔ
ｈｅｒｍｙ）を熱異常から分離する温度のいかなる具体的な点または範囲も示していない
。
【０００８】
　本発明によってもたらされる新規性は、検査される乳房の表面上でのコンタクト・サー
モグラフィの方法によって記録可能な熱異常の解析の完全に異なる範囲の確立である。こ
れは、そのような検査の医学的意義にとって重大である。なぜなら、その目的は、複数点
の温度測定そのものではなく、臓器内の低温または高温に関連しないランダム・アーティ
ファクトの熱変化を除外するために、少なくとも０．５℃という著しい差異を有する異常
領域を分離することであるからである。したがって、３１．８℃から３４．８℃の範囲を
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備える、本発明の主題に関連する新しい３区間サーモグラフィ範囲は、３つの部分範囲、
すなわち、低温発現を示す、検査された乳房の表面上の温度異常を明らかにすることを可
能にする、３１．８℃から３２．８℃の第１の部分範囲、より低い平均温度を有する高温
発現を示す、検査される乳房の表面上での温度異常を明らかにすることを可能にする、３
２．８℃から３３．８℃の第２の部分範囲、およびより高い平均温度を有する高温発現を
示す、検査される乳房の表面上での温度異常を明らかにすることを可能にする、３３．８
℃から３４．８℃の第３の部分範囲にさらに分離され、デバイス全体の診断的価値を構成
し、患者を用いた生体内での実験的研究による本発明者らによる発見の結果である。
【０００９】
　したがって、本発明者らは、本発明において、具体的に定義された基準温度範囲を導入
し、この温度範囲の内部では、低温発現を示す異常と高温発現を示す異常は別々に明らか
にされる。あるいは、また、これらの２つの発明は、温度検出器の較正の問題を完全に異
なる方法で解決する。なぜなら、Ｃｈ．Ｃｏｚｚｉの発明では、温度検出器は各測定の前
に較正され、本発明の場合は、較正は、あらかじめ設定された一定のサーモクロミック反
応を保証するために、キラル・ネマティックおよび非キラル・ネマティックから成る群か
ら選択された化学物質の混合物の適切な組成の選択によって、液晶赤外線マッピング・デ
ィスプレイの製造の段階で１回のみ行われる。
【００１０】
　本発明と上記で引用したＣｈ．Ｃｏｚｚｉによる出願との別の重要な違いは、サーモマ
ストグラフィック検査の結果を読み取る方法である。米国特許出願第２０１００３１２１
３６Ａ１号では、定性解析および定量解析を自動的に実行し、次にこの定性解析および定
量解析に基づいて別々にスコアリング・データベースを自動的に生成するアルゴリズムを
用いる。本発明は、サーモグラムの格付けは、人工知能を有する決定支援システムを含む
２元的基準すなわち陽性／陰性結果に基づくという完全に異なる想定を有し、この人工知
能は、同じ患者で得られた赤外線マッピング画像の個々の系列を比較するのではなく、デ
ータベース内に収集された研究の結果を他の熱異常の基準画像を比較し、結果として完全
に異なる解析アルゴリズムをもたらす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、本発明の目的は、検査される乳房の表面上での熱異常の性質の適切な識別
を可能にするサーモグラフィ画像を撮像、記録、および保存するためのデバイスを提供す
ることである。
【００１２】
　本発明のさらなる目的は、低温発現および高温発現の病理学的変化の検出に対して上述
のデバイスと共に使用するのに適した赤外線マッピング液晶マトリックスから成るシステ
ムを提供することである。
【００１３】
　本発明の別の目的は、赤外線マッピング液晶マトリックスと共に上記の機器を使用して
乳房の病変を診断する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　したがって、本発明は、画像レコーダと、３１．８℃から３４．８℃の範囲において約
１°の温度範囲で動作する赤外線マッピング液晶マトリックスとを含み、レコーダは、好
ましくは、ハウジングと、光源と、カメラおよび光電子トランスデューサと、アナログ－
デジタル変換器と、電源と、記憶媒体とを含む、乳房のサーモグラフィ画像を撮像、記録
、および保存するためのデバイスに関する。
【００１５】
　好ましくは、本発明によるデバイスは、３１．８℃から３４．８℃の乳房の表面温度の
検出範囲を備え、３つの部分範囲、すなわち
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　－　低温発現の異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を持つ、３１．８℃
から３２．８℃の第１の部分範囲、
　－　より低い温度での高温発現の異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を
持つ、３２．８℃から３３．８℃の第２の部分範囲、
　－　より高い温度での高温発現の異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を
持つ、３３．８℃から３４．８℃の第３の部分範囲
　に分割される、３区間サーモグラフィ・スケール上で動作する。
【００１６】
　好ましくは、赤外線マッピング液晶マトリックスはハンドル（ｈａｎｄ　ｇｒｉｐ）と
赤外線マッピング・ディスプレイとを有し、このハンドルは、プラスチック、特にポリプ
ロピレンから作製される。
【００１７】
　好ましくは、赤外線マッピング・マトリックス液晶は丸く、少なくとも１４０ｍｍの直
径を有する。
【００１８】
　好ましくは、赤外線マッピング・マトリックス液晶は、０．５℃の熱光学的分離を有す
る３１．８℃から３２．８℃の温度範囲内で動作する。
【００１９】
　好ましくは、赤外線マッピング・マトリックス液晶は、０．５℃の熱光学的分離を有す
る３２．８℃から３３．８℃の温度範囲内で動作する。
【００２０】
　好ましくは、赤外線マッピング・マトリックス液晶は、０．５℃の熱光学的分離を有す
る３３．８℃から３４．８℃の温度範囲内で動作する。
【００２１】
　好ましくは、光源は、少なくとも１つのＬＥＤダイオード、特に白色光を発するＬＥＤ
ダイオードである。
【００２２】
　好ましくは、光電子トランスデューサを有するカメラのシステムが、１／３”タイプの
ＣＣＤマトリックスを有し、少なくとも０．５ルクスの感度、少なくとも５４０ライン／
インチの解像度を備え、レンズがＦ１．２レベルでの明るさの維持を有する、デジタル・
カメラを構成する。
【００２３】
　好ましくは、電源は、１．５Ｖから９Ｖの電圧を有するＤＣ電力システムである。
【００２４】
　好ましくは、記憶媒体は、ハード・ドライブ、ＣＤ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤタ
イプの光ディスク、Ｂｌｕ－Ｒａｙ、ＨＤ－ＤＶＤ、メモリ・カード、またはＵＳＢフラ
ッシュ・ドライブなどのオプティカル・ドライブなどの媒体などから選択され、最も好ま
しくは、記憶媒体は、少なくとも４ＧＢの容量を有するフラッシュＥＰＲＯＭタイプのメ
モリ・カードである。
【００２５】
　好ましくは、本発明によるデバイスは、有線送信またはワイヤレス送信によるデータの
転送が可能な要素をさらに含む。
【００２６】
　好ましくは、データ転送を可能にする要素は、２．５ＧＨｚの電波周波数を使用し、ブ
ルートゥース規格で動作するワイヤレス送信機である。
【００２７】
　本発明はまた、３つの赤外線マッピング液晶マトリックスから成るシステムであって、
　－　低温発現の異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を有する、３１．８
℃から３２．８℃の温度範囲内で動作する第１の液晶マトリックスと、
　－　高温発現の異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を有する、３２．８
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℃から３３．８℃の温度範囲内で動作する第２の液晶マトリックスと、
　－　低温発現を示す、より温かい異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を
有する、３３．８℃から３４．８℃の温度範囲内で動作する（確認タイプの）第３の液晶
マトリックスと
　を備えるシステムも提供する。
【００２８】
　本発明は、乳房の表面上での熱異常の検出を目的とした、前記３つの赤外線マッピング
液晶マトリックスから成るシステムの使用に関し、この３つの赤外線マッピング液晶マト
リックスは、
　－　好ましくは、良性特性の臓器内病変に関連する、低温発現の前記異常の前記検出の
ための第１のマトリックス、
　－　好ましくは病変が過形成特性の臓器内病変に関連する、高温発現の異常の検出のた
めの第２のマトリックス、および
　－　好ましくは臓器内病変が過形成特性に関連する、高温発現の異常の検出のための第
３の確認マトリックス
　である。
【００２９】
　本発明はまた、乳房のサーモグラフィ画像を撮像、記録、および保存するための前記デ
バイスを使用した乳房表面の熱異常の診断の方法であって、
　－　着脱可能な様式でレコーダと組み合わされた赤外線マッピング液晶マトリックスを
、赤外線マッピング・ディスプレイと共に、検査される乳房に適用するステップと、
　－　光源をオンにするステップと、
　－　最大２０秒の期間、赤外線マッピング・マトリックス上に示される等温線のカラー
画像を、光電子トランスデューサを装備するカメラおよびアナログ－デジタル変換器を使
用して記録するステップと、
　－　得られたデジタル・ビデオ信号を記憶媒体上に記録するステップと、
　－　記録されたデジタル・ビデオ信号を、乳房のサーモグラフィ画像のデータベースお
よび人工知能システムを装備する、またはイントラネットもしくはインターネットを介し
たそのようなデータベースおよび人工知能システムとの確立された接続を有する、コンピ
ュータまたはモバイル・デバイスに転送するステップと、
　－　人工知能システムを使用して、乳房のサーモグラフィ画像のデータベースを使用し
た、得られた赤外線マッピング画像の解析を実行するステップと、
　－　この解析の結果、２元系（陽性／陰性）におけるサーモグラフィ検査の可能性が最
も高い結果に関する案内を得るステップと
　から成るシーケンスを含むことを特徴とする方法も提供する。
【００３０】
　好ましくは、本発明による方法では、３つの赤外線マッピング液晶マトリックスから成
る上述のシステム内に備えられた赤外線マッピング液晶マトリックスを連続して使用する
ことによって、前記ステップから成るシーケンスが３回実行される。
【００３１】
　好ましくは、本発明による方法では、サーモグラフィ検査結果の読み取りは、第１のパ
ッシブ・コンタクト赤外線マッピング液晶ディスプレイの作業領域で見える熱背景の主要
な色に対する異なる色の区切られた領域として見える低温マーカの赤外線マッピング画像
の存在または欠如に基づいて、２元系すなわち陽性／陰性において実行される。
【００３２】
　好ましくは、検出のための本発明による方法では、３１．８℃から３４．８℃の乳房の
表面温度の範囲を備え、３つの部分範囲すなわち、
　－　低温発現の異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を有する、３１．８
℃から３２．８℃の第１の部分範囲、
　－　より低い温度での高温発現の異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を
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有する、３２．８℃から３３．８℃の第２の部分範囲
　－　より高い温度での高温発現の異常の検出を目的とした、０．５℃の熱光学的分離を
有する、３３．８℃から３４．８℃の第３の部分範囲
　に分割される、サーモグラフィ３区間スケールが使用される。
【００３３】
　本出願の主題である本発明は、本発明によるサーモマストグラフィック（ｔｈｅｒｍｏ
ｍａｓｔｏｇｒａｐｈｉｃ）装置向けの３１．８℃から３４．８℃の動作温度の新しいス
ケールの発見および使用により、これまで使用されている乳房のコンタクト・サーモグラ
フィの欠点を解消し、このスケールも３つの部分範囲、すなわち低温発現を示す、検査さ
れた乳房の表面上の温度異常を明らかにすることを可能にする、０．５℃の熱光学的分離
を有する、３１．８℃から３２．８℃の第１の部分範囲、より低い平均温度を有する高温
発現を有する、検査された乳房の表面上の温度異常を明らかにすることを可能にする、０
．５℃の熱光学的分離を有する、３２．８℃から３３．８℃の第２の部分範囲、およびよ
り高い平均温度を有する高温発現を有する、検査された乳房の表面上の温度異常を明らか
にすることを可能にする、０．５℃の熱光学的分離を有する、３３．８℃から３４．８℃
の第３の部分範囲に分離される。
【００３４】
　乳房サーモグラフィに関する実験的研究では、検査される乳房の表面上で記録される温
度の範囲が３１℃を下回ったり３５℃を上回ったりすることは稀であった（ＪＦ　Ｈｅａ
ｄ、Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｍｅａｎ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓ　ｏｆ　
ｎｏｒｍａｌ　ｂｒｅａｓｔ　ａｎｄ　ｂｒｅａｓｔ　ｗｈｏｌｅ　ｑｕａｄｒａｎｔｓ
　ｂｙ　ｉｎｆｒａｒｅｄ　ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　ｉｍａｇｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ、
ＩＥＥＥ、２００１年を参照）。したがって、上述のポーランド特許出願第Ｐ．３８１４
３１号では、乳房サーモグラフィに開示されている臓器の実験的に確立された低温の上限
および高温の下限が分割点として適切に見なされず、この分割点は理論的に３６．６℃と
決定された。上述の発明におけるサーモグラフィ・スケールの基準分割点のそのような決
定の結果は、３６．６℃を下回る温度における低温発現を有する異常または３６．６℃を
上回る温度における高温発現を有する異常の解析のためのその２つの測定部分範囲はそれ
ぞれ、本発明の適切な検出範囲に入らない。なぜなら、これらの測定部分範囲は、３２．
８℃での低温変化の撮像に関する区間にわたって終了し、高温変化の画像の範囲にわたっ
て、前記部分範囲は３２．８℃を上回って始まり、３４．８℃で終了し、３６．６℃の境
界値から１．８℃も分離される。
【００３５】
　本発明によるデバイスに関して実験的に決定された温度範囲のしきい値は、技術革新に
関する重要かつ決定的なブレイクスルーであるサーモマストグラフィック検査における特
殊な用途専用に設計された新しいサーモグラフィ・スケールの作成の唯一の根拠ではない
。なぜなら、コンタクト・サーモマストグラフィのためのデバイスに関するこれまでに出
願された発明のいずれも、特定の種類の腺内病変の存在の予測因子である低温または高温
のマーカの、検査される乳房の表面上での存在に基づく初期診断を可能にしながら、両者
の熱力学的特性および病変生理学的特性に関して視覚化された熱異常のリアルタイム分類
を実行することを可能にしなかったからである。したがって、本発明は、具体的には新し
いサーモグラフィ・スケールを含み、この新しいサーモグラフィ・スケールは、この温度
範囲または類似の温度範囲では、および特定の定義された３区間機能分割では、サーモマ
ストグラフィの分野における他の任意の公開特許出願では開示されていない。
【００３６】
　本発明によるデバイスは、両方の乳房の検査を同時に必要としない。
【００３７】
　ポーランド特許出願第Ｐ．３８１４３１号に開示されている解決策と本明細書および特
許請求の範囲に開示されている解決策は主要な態様が異なり、第１の発明はポイント３６
．６℃のまわりで分離されている２帯域の動作温度スケールに関し、他方の発明はポイン
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ト３２．８℃および３３．８℃のまわりで分離されている３区間スケールに関する。また
、技術的状況においても、第１の発明は、両方の乳房の並列鑑別診断を可能にする２つの
マトリックスを備える２つの検出システムから成り、このセットは、異なるように較正さ
れたマトリックスの２つのキットから成るが、本発明による装置は、第１のディスプレイ
が一方の乳房に、次に他方の乳房に順次適用される、別個のハンドル内に設置された３つ
のパッシブ赤外線マッピング液晶ディスプレイのシステムから成る。
【００３８】
　本発明では、０．５℃の熱光学的分離の使用は、実験的観察［Ｚｈａｏら、２００８年
］から得られたデータに一致し、科学文献によれば、そのような温度差を診断的価値およ
び予後的価値の観点から優位であると見なすのに十分である。なぜなら、腫瘍性形質転換
の疑われる変化は、周囲の健常組織に対する０．７℃の比の平均熱の差異化によって特徴
づけられるからである。
【００３９】
　驚いたことに、赤外線マッピング・マトリックスの３点セットを使用すると、全体的な
熱検出範囲によって、検査される乳房の表面上に存在する低温異常および高温異常の領域
が覆われ、別個の観察（分離）の可能性を維持しながら、明白な差異化が可能になり、し
たがって、医学的観点から検査の特定の解釈が可能になることが分かった。
【００４０】
　本発明の根拠は、実行された実験的測定から得られた、３つの相補的範囲上でのサーモ
グラフィ・スケールの新しい分割である。この分割を適用することによって、良性過程の
サーモグラフィ・マーカと悪性過程のサーモグラフィ・マーカを一意に識別することが可
能になる。良性過程のサーモグラフィ・マーカの観察は単一の赤外線マッピング・マトリ
ックス上で行われ、悪性過程のマーカの観察に関して、本発明は２つの別個のマトリック
スを提供し、この２つのマトリックスのうち最後の（第３の）マトリックスは確認マトリ
ックスとして機能する。第３の確認マトリックス熱マーカに関する開示は、腫瘍形成過程
に関連する、高温の発生の存在の確認に等しい。上述のＺｈａｏら［２００８年］は、０
．７℃程度およびそれ以上の熱の差異化と悪性腫瘍の存在との統計的関連性を指摘した。
【００４１】
　本発明によるデバイスのために、サーモグラフィ・マトリックスの製造中に、３２．８
℃という乳房の標準的表面温度に対して実験的に決定されたしきい値に合わせて調整され
た３つの相補的動作温度範囲がプログラムされる。これらのしきい値の適用によって、検
査される乳房の熱背景のフィルタ処理が可能になり、第１のマトリックスの場合は、乳房
の標準的表面温度（良性病変によって特徴づけられる）と比較して少なくとも０．５℃の
温度を持つ変化のみの視覚化を可能にする、３２．８℃でサーモグラフィ・スケールのこ
れより下の範囲において熱背景をカットオフすることによって、それぞれ、第２のマトリ
ックスの場合には、正常な乳房の表面温度に対して少なくとも０．５℃よりも高い（有意
に温かい、すなわち高温であり、悪性異常に特有である）温度における異常の観察を可能
にする、３２．８℃でサーモグラフィ・スケールのこれより上の範囲における熱背景をカ
ットオフすることによって、および第３のマトリックスの場合には、３２．８℃という標
準的乳房表面温度に対して少なくとも１℃有意に温かい（悪性経過を有する腫瘍の熱特性
に明らかに関連する）異常を明らかにすることを可能にする、さらに高い温度で、すなわ
ち３３．８℃よりも上の温度で熱背景をカットオフすることによって、アーティファクト
の読み取りが排除される。
【００４２】
　サーモグラフィ・マトリックスの３つの要素から成るシステムは、本発明のデバイスに
おいて、技術目的（女性の乳房の熱検出検査に適した範囲を保証すること）の実装を目的
とするのではなく、指定されたサーモグラフィ・マーカを形成する熱特性との関連による
臓器内病変の種類別の初期差異化の解決策として理解される特殊な医学的目的のみのため
の、熱ハードウェア・フィルタ処理の概念の一意の適用である。
【００４３】
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　サーモグラフィ・マーカは腫瘍成長の熱力学的モデリングおよび嚢胞の形成に起因する
ので、観察された異常が低温タイプの発現を有するのか高温タイプの発現を有するのか判
断することなく、マーカの存在について誰も話すことはできない。
【００４４】
　本発明によるデバイスを使用することによってフィルタ処理されたコンタクト・サーモ
グラフィによる検査結果の評価の２元的基準を使用することが可能である。なぜなら、診
断キットに含まれる３つのパッシブ赤外線マッピング液晶ディスプレイのそれぞれは、新
しいサーモグラフィ・スケールと相関した、製造段階で厳密に定義およびプログラムされ
た温度範囲で機能し、したがって、所与の温度範囲では、特定のタイプの乳房病変の調査
があるからである。これは、個々のパッシブ赤外線マッピング液晶ディスプレイが、乳房
病変のグループのみに特有の機能的熱力学的マーカの検出を目的とし、熱の固定された発
現を与える機能検査のセットを作製し、それにより、高温発現の撮像に対するディスプレ
イ設計上で、研究者は、良性病変に対応する徴候を変性過程、たとえば流体嚢胞に関連す
ると見なさず、逆も同様であることを意味する。２元的基準は、サーモトロピック中間相
の熱光学的反応の主な色によってディスプレイ上に表される、主要な熱背景に対して決定
される光学的に区切られた異常の存在の識別に簡単につながる。なぜなら、ディスプレイ
上にＲＧＢ系（赤－緑－青）で見える各主要色は０．５℃程度の温度の差に相当するから
である。この２項評価をサポートするために、最小表面を含むべき、視覚化された区分さ
れた色異常に対する、検査される臓器の熱背景の特定の温度に対応する所与の主要色によ
って占められる赤外線マッピング撮像ディスプレイの有効表面の関係のある固定パーセン
テージに基づいて、量的範囲を指定することも可能である。検査は検査される乳房の表面
上での異常な温度の最も小さい発現ですら検出することが可能であるので、量的決定は、
異常または正常としての、コンタクト・サーモグラムの評価および適性の唯一の基準では
ないが、病理過程の重症度のスケールについての追加情報を与えることができることに留
意されたい。本発明による任意のパッシブ赤外線マッピング液晶ディスプレイ上で識別さ
れる熱マーカが存在するだけで、コンタクト・サーモグラフィによる検査全体を、観察さ
れた異常の熱力学的特性を示す陽性結果を与えると分類することができることが実験的に
確立された。したがって、マーカと関連する定量的パラメータは、本特許出願における特
許請求の範囲の主題ではない。
【００４５】
　サーモグラフィ・マトリックスのそれぞれは、十分に機能的なサーモグラフィ検出器と
して機能するために、壊すことのできない可撓性プラスチック、好ましくはポリプロピレ
ンから作製されたハンドル内に装着されることを必要とする。
【００４６】
　マトリックスのそれぞれは、好ましくは丸く、少なくとも１４０ｍｍの直径を有する。
【００４７】
　加えて、本発明によるデバイスは、パッシブ赤外線マッピング・マトリックス上で明ら
かにされる、検査される乳房の表面上での等温線分布のカラー画像の光電子レコーダを装
備し、この光電子レコーダは、当たる光の量に比例する電気信号の記録、および次に読み
取りを可能にする好ましくはＣＣＤ（電荷結合素子）マトリックスを有するデジタル・カ
メラ・システムと、たとえば規格ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１０：２００４（Ｈ．２６
４／ＡＶＣ）により、画像のアナログ－デジタル変換を可能にし、次いでビデオ信号を符
号化する電子システムと、検査シーケンス全体のデジタル記録を可能にするフラッシュ・
メモリ・カードなどの記憶媒体と、好ましくは、たとえば２．４ＧＨｚのＩＳＭ帯域（ブ
ルートゥース）で電波を使用する規格ＩＥＥＥ８０２．１５．１による規格で動作する、
記憶されたビデオ画像を含むワイヤレス送信機とから成る。このレコーダは、サーモグラ
フィ検査の全シーケンスをデジタル・ファイルとしてコンピュータに送信する機能を提供
することによって、さらに、インターネットによって、サーモグラムの正常パターンおよ
び病変パターンを特定の検査中に実際に得られたパターンと比較する人工知能システムに
基づくアルゴリズムを使用してその徹底的な解析を実行するために解析センターを使用す



(13) JP 2015-513303 A 2015.5.7

10

20

30

40

50

ることによって、検査器の診断可能性を劇的に拡張する。異なるアルゴリズムを使用して
異なる画像を比較する人工知能システムによるサーモグラム解析をサポートすることによ
って、検査の精度が向上し、医学的観点から重要な熱異常の識別が容易になる。このこと
は、診断の信頼性に大きな影響を与える。
【００４８】
　本発明のレコーダは、ボルトのシステムによって赤外線マッピング・マトリックスのプ
ラスチック・ハンドル内へと固着されたそれ自体の電源を有する、完全で取り外し可能な
追加の構成要素である。
【００４９】
　本発明によるデバイスの実施形態は、図面に示される。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】赤外線マッピング液晶マトリックス・ディスプレイと組み合わせたレコーダの構
造を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　図１では、ケーシング５を有するレコーダは、
　－　１／３”の最小サイズを有するＣＣＤマトリックスの一部である光電子トランスデ
ューサ８を有し、少なくとも０．５ルクスの感度、少なくとも５４０ライン／インチの解
像度を備え、レンズがＦ１．２レベルでの明るさの維持を有する、デジタル・マイクロ・
カメラ７、
　－　少なくとも４ＧＢの容量を有するフラッシュＥＰＲＯＭタイプのメモリ・カードな
どの、記憶媒体１１、
　－　白色光を発するＬＥＤダイオードを持ち、液晶マトリックス２の赤外線マッピング
・ディスプレイ４に向けられたカメラ７のレンズのまわりに配置された分散照明システム
である光源６、
　－　この場合９Ｖである、自身のＤＣ電源システム１０、および
　－　本明細書では、２．４ＧＨｚの周波数を有する電波を使用してブルートゥース規格
で動作するワイヤレス送信機である、データ伝送用の構成要素１２
　などの５つの基本的要素から構成される。
【００５２】
　本発明によるレコーダ１は、赤外線マッピング液晶マトリックス２のハンドル３に取り
付けられる。
【００５３】
　レコーダの目的は、検査される乳房に対して検出器を適切に適用した時刻から約１５秒
かかる、乳房のサーモグラフィ検査の全シーケンスのリアルタイム・ビデオ・レコーディ
ングを実行することである。検査される乳房の１つの場所に検出器を２０秒よりも長く続
けて保持すると、赤外線マッピング・マトリックス２の温度および検査される乳房領域の
均一化がもたらされ、その結果、サーモグラフィ画像の損失または歪みにつながることが
ある。
【００５４】
　本発明によるレコーダ１は、検査を行う人によって手動で作動させられ、１５秒後に自
動的にオフにされる。オフにされたことは、本体５上の赤色ＬＥＤダイオードがオンにさ
れ、信号音が１回鳴ることによって示される。このデバイスを使用して乳房の病変を診断
する方法は、着脱可能な様式でレコーダ１と組み合わされた赤外線マッピング液晶マトリ
ックス・ディスプレイが、赤外線マッピング・ディスプレイ４と共に、検査される乳房に
適用されるステップと、次いで光源６が自動的にオンにされるステップと、最大２０秒の
期間、赤外線マッピング・マトリックス上に示される等温線のカラー画像が、ＣＣＤマト
リックス８とアナログ－デジタル変換器９とを有するデジタル・マイクロ・カメラ７を使
用して記録されるステップとを含む。結果として生じるデジタル・ビデオ信号が、次に、
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フラッシュ・メモリ・カード１１に記録され、画像記録および保存の前記シーケンスが、
３つの検査温度範囲内で動作する３つの赤外線マッピング液晶マトリックス２を順次使用
して３回実行される。検査が完了した後、１つのボタンを押すことによって、フラッシュ
・メモリ・カード１１に保存されたデータが、インターネットを介した乳房のサーモグラ
フィ画像のデータベースおよび人工知能システムとの接続を有するブルートゥース受信機
を装備するコンピュータにブルートゥース送信機１２によって送信され、乳房のサーモグ
ラフィ画像のデータベースを使用して得られる、取得された赤外線マッピング画像が解析
される。解析の結果、２元系（陽性／陰性）におけるサーモグラフィ検査の可能性が最も
高い結果に関する案内が得られる。
【００５５】
　赤外線マッピング液晶マトリックス２内のパッシブ赤外線マッピング検出器の役割は、
キラル・ネマティックのグループからのサーモトロピック液晶を含む３つの感熱性マトリ
ックス２から成る組によって実行される。
【００５６】
　マトリックス２のそれぞれは、１４０ｍｍの直径を有する円形形状として切断され、プ
ラスチック・ハンドル３内に装着される。
【００５７】
　主要な感熱性要素、すなわち３つのサーモグラフィ・マトリックス２のそれぞれの赤外
線マッピング・ディスプレイ４であるサーモトロピック中間相を生成するために、ポーラ
ンド特許出願第Ｐ．３９０３２０号の主題であり、次の組成を有する、本発明による液晶
化合物の混合物を使用した。
【００５８】
　第１のマトリックスの混合物（重量組成）
　－　ペラルゴン酸コレステロール４８．６１％
　－　コレステロールオレイルカルボナート５０．３９％
　－　プロピオン酸コレステロール０．２８％
　－　塩化コレステリル０．２０％
　－　４，４’－ジペンチルアゾキシベンゼン０．５２％
【００５９】
　この混合物から、中間相は、３１．８℃から３２．８℃の温度範囲で熱光学的に反応し
、３１．８℃の温度では（波長７２０ｎｍの）赤色の、中間相における反射光が出現し、
この色は０．５℃を通して維持され、次いで３２．３℃の温度では、（波長５４５ｎｍの
）緑色の、中間相における反射光が出現し、この色は０．５℃を通して維持され、３２．
８℃の温度では、（波長４１０ｎｍの）青色の、中間相における反射光が出現し、この色
は０．５℃を通して維持される。
【００６０】
　第２のマトリックスの混合物（重量組成）
　－　ペラルゴン酸コレステロール５０．２８％
　－　コレステロールオレイルカルボナート４８．７２％
　－　プロピオン酸コレステロール０．２４％
　－　塩化コレステリル０．１８％
　－　４，４’－ジペンチルアゾキシベンゼン０．５８％
【００６１】
　この混合物から、中間相は、３２．８℃から３３．８℃の温度範囲で熱光学的に反応し
、３２．８℃の温度では（波長７２０ｎｍの）赤色の、中間相における反射光が出現し、
この色は０．５℃を通して維持され、次いで３３．３℃の温度では、（波長５４５ｎｍの
）緑色の、中間相における反射光が出現し、この色は０．５℃を通して維持され、３３．
８℃の温度では、（波長４１０ｎｍの）青色の、中間相における反射光が出現し、この色
は０．５℃を通して維持される。
【００６２】
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　第３のマトリックス用の混合物（重量組成）
　－　ペラルゴン酸コレステロール５２．５３％
　－　コレステロールオレイルカルボナート４６．４７％
　－　プロピオン酸コレステロール０．１８％
　－　塩化コレステリル０．１６％
　－　４，４’－ジペンチルアゾキシベンゼン０．６６％
【００６３】
　この混合物から、中間相は、３３．８℃から３４．８℃の温度範囲で熱光学的に反応し
、３３．８℃の温度では（波長７２０ｎｍの）赤色の、中間相における反射光が出現し、
この色は０．５℃を通して維持され、次いで３４．３℃の温度では、（波長５４５ｎｍの
）緑色の、中間相における反射光が出現し、この色は０．５℃を通して維持され、３４．
８℃の温度では、（波長４１０ｎｍの）青色の、中間相における反射光が出現し、この色
は０．５℃を通して維持される。
【００６４】
　次いで、赤外線マッピング・マトリックス２を含むハンドル３のそれぞれが、ビデオ画
像のリアルタイム光電式レコーダと着脱可能な様式で接続され、乳房のサーモグラフィ検
査のシーケンスのデジタル録画および外部デバイスすなわちコンピュータまたは他のモバ
イル・デバイスへのワイヤレス・ブルートゥース・モジュールによるその送信を可能にす
る。
【符号の説明】
【００６５】
　１　レコーダ
　２　液晶マトリックス、赤外線マッピング液晶マトリックス、マトリックス、感熱性マ
トリックス
　３　ハンドル
　４　ディスプレイ
　５　ケーシング、本体
　６　光源
　７　カメラ
　８　光電子トランスデューサ、ＣＣＤマトリックス
　９　デジタル変換器
　１０　ＤＣ電源システム
　１１　記憶媒体、フラッシュ・メモリ・カード
　１２　データ伝送用の構成要素、ブルートゥース送信機
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